
特定非営利活動法人 生態工房

役員報酬に関する規程

(目 的)

第 1条 この規程は、特定非営利活動法人生態工房の理事及び監事を対象とする役員の報

酬基準について定めることを目的とする。

(報酬及び費用の支給)

第 2条 この法人は、原則として役員報酬を支給しない。

2 ただし、当法人の理事会および総会に出席した役員、特定非営利活動に関わる事業等

に従事した役員には、必要があれば交通費等の実費を支給することができる。

附則

この規程は、2015年 4月 1日 より施行する。



特定非営利活動法人 生態工房

職員給与の支給に関する規程

(目 的)

第 1条 この規程は、特定非営利活動法人生態工房と雇用契約を締結した職員の給与支給

に関する基本事項を定めるものである。

2 本規程に定めた事項のほか職員の給与支給に関する事項については、当法人の雇用契

約書および労働基準法、その他法令の定めるところに従う。

(給与の種類)

第 2条 職員給与とは、一定期間 (時間、日、月単位)の労働の代償として支払われる基

本賃金と、通勤手当、管理職手当、賞与とする。

(適用範囲)

第 3条 この規程は、就業規則第 3条に定める職員 (正職員、契約職員 A、 契約職員 B)に

適用する。

(基本賃金)

第 4条 基本賃金は、職員各人の職務遂行能力、技能、勤続年数、業務実績のほか、当法

人の経営状況などを、事務局長および事務局次長が総合的に評価・算定し、理事会の決議

を経て、理事長がこれを定める。

2 基本賃金は、日給制、月給制、時給制とする。

3 契約職員 Aは、原則として入社から半年間を試用期間とし、この期間に限定した特別

な基本賃金を適用する。試用期間終了後は、通常の基本賃金を適用する。

(通勤手当)

第 5条 自宅から事務局等活動地までの往復において、公共交通機関または自転車、バイ

ク等を利用する者については、予め lヶ 月分の交通費等相当額を定め、通勤手当として支

給する。

2 通勤手当を支給する職員に対して、当月の自宅から事務局等活動地までの往復交通費

等が、前項の通勤手当額を超えた場合は、不足分の実費を翌月の給与日に支払う。

3 通勤手当を支給する職員に対して、当月の自宅から事務局等活動地までの往復交通費

等が、前項の通勤手当額を超えなかった場合は、通勤手当の余剰金を翌月以降に繰り越し、

第 5条第 2項の費用に充てるものとする。

(管理職手当)

第 6条 管理職手当は事務局長および事務局次長に支給する。



2 管理職各人の管理能力、実績等を理事会が総合的に評価・算定し、理事長がこれを定

める。ただし、当法人の経営状況によっては減額または支給しない場合もあり得る。

(賞与)

第 7条 賞与は年 1回、正職員および契約職員 Aに支給する。

2 職員各人の業務実績等を事務局長および事務局次長が総合的に評価・算定し、理事会

の決議を経て、理事長がこれを定める。ただし、当法人の経営状況によつては減額または

支給しない場合もあり得る。

附則

この規程は、2015年 4月 1日 より施行する。



書式第 17号 (法第 55条関係)

54 2 3号に定め した

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第54条第2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

法人名 特定非営利活動法人 生態工房 事 業 年 度
2020 4月 1日

～2021年 3月 31日

収益の源泉別の明細

明細

569,000円受取会費 (正会員、特別会員、賛助会員、支援会員、計 4種 )

840,256円受取寄付金 (資産受贈益を含む)

123,000円受取助成金

38,104,349円受託事業収益

77,090円主催イベン ト・講座参加料収益

846,040円講師料、原稿料等の受取謝礼

25,550円自然観察施設利用者への飲み物提供収益

445,629円書籍・物品販売収益

184,605円食品販売収益 (米 )

279円受取広告協賛金

36,433円受取利息

2,000円受取配当金

2,397373円雑収益 (コ ロナ関連補助金)

29,767円雑収益 (上記以外)

収 益 源 泉 の 内 訳 金    額

△
ロ 計 43,681,371円

借 入 先 金    額

多摩信用金庫 (証書貸付)
6,000,000円

円

円

円

円

∧
ロ 計 6,OЮO,000円

資産受贈益と資産評価費用 (=現物寄付):計 100件、 21,300円
【内訳】文房具等の備品消耗品

そ

132 しています。以下同じです。



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

(1)資産の譲渡に係る料金及び条件等

資産の貸付けに係る料金及

の提供に係る料金及

書籍・商品 (詳細は別紙 1) (男」紙 1)円 役員。従業員には通常価格の

2割～3割引で販売

自然観察施設利用者への飲み物サービス 50円 飲み物 1杯

円

円

円

円

円

円

円

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

貸 付 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

役 務 の 提 供 の 内 容 料 金 条  件  等

イベン ト参加費収益 無料～500円 1イベ ン ト1人あた り

自然観察会、講演会等の講師謝礼および

原稿料収益
20,000円 1回 1人 2～3時間あたりの価格

受託事業収益 (業務請負) 計 38,104,349円
国。自治体による同職種の

労務単価を基準とする 計 11件

円

円

円

円

円

円



の 31

以下(1)(2)の場合は、

く上記価格 *0.7～ *0.8>として販売している。

(1)委託販売の場合、委託先への卸価格として

(2)職員、役員が購入する場合、割引価格として

キヤンパストートパ 2,550

2,350

830
1,050

4,400

2,500

3,500

lβ00
1,580

500-1,500

1,100

1,320

1,530

2p50-3p00
150-350

630
100

300-615
220-330

1,200

750

1,00
420

580-780
650
1,500

1,980

キヤンパストートパッグ2

シーチングパッグ1

シーチングパッグ2

肩掛けパッグ

キャンパスサコッシュ

キャンパスショルダートート

型染め日本手ぬぐい1

型染め日本手ぬぐい2

手ぬぐい

本染め日本手ぬぐい1

本染め日本手ぬぐい2

本染め日本手ぬぐい3

オリジナルTシヤツ

カンパッジ

ピン′ヽッジ

ポストカード

ポストカードセット

クリアファイル

野鳥コサージュ

鳥バッジ(無色)

鳥パッジ〈彩色)

カメ識別下敷き

シナイモツゴ米(lkgあたり)

マスキングテープ

防水スマホケース

クリアボトル



3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引

及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ
ロ と

譲渡資産の内容等
譲 渡

年月日
譲 渡 価 格

法人との

関  係
住所又は所在地取引先の氏名等

商品販売の割引
R2.7.28

19,683円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

■
■ る の 5者

用の生ずる取引の上位
ヨム
●

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 ( を含む。)

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

14,897,513円
受託事業 3件、

寄付 (助成金)1件

10,505,418円 受託事業 2件

6,375,925円 受話事業 1件

4,290,000円 受託事業 1件

2,373,998円 コロナ給付金 2件

取引金額 取 引 内 容 等住所又は所在地氏名又は名称

職員給与・役職手当

職員給与・役職手当

3,547,923円
法定福利費

(社会保険料の事業主負担分)

職員給与・通勤手当

職員給与



口 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ (施設の利用等 )

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

役務の提

供年月日
対 価 の 額 役務提供の内容等

R2.4.1～

R3.3.31
2,212,000円 業務委託 (1回 )

】R3.1.16-17 320,650円 業務委託 (1回 )

R2.9.20

lR12.10.22
123,200円 業務委託 (1回 )

円

円

円

円

円

円

円



4 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が

20 るものに限る。)の 日

る事項 の総数及 る事項]5

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

該当者なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

給 与 を 得 _た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

9人 16,852,728円



支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

合   計 円

6 した 関する事項 [⑥支 した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

7 海外への送金等に関する事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びに
その実施 日

実  施  日 使 途 金   額

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



書式第 7号 (法第 44条 。51条・58条関係 )

認定基準等チェック表  (第 3表) 圃 刺

イ

(注 1)

0主 2)

各欄の人撫割よ 第3表付表1『役員の状況」から転配してくださしヽ

③及び〕こついて:よ 小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してくださしヽ

コ

割 合

(④÷③

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグループの人数

⑤④

0%0人6人 0人
2020年 4月 1日 ～2021年 3月 31日④

%人人
⑤ 年 月 日～ 年 月 日

人

%人人

0%

%

%

%

%

人
◎ 年 月 日～ 年 月 日

%人人 人
① 年 月 日～ 年 月 日

%人人 人
年 月 日～ 年 月 日◎

%% 人人人
① 年 月 日～ 年 月 日

項  目

区  分

役員数

①

申 請 時
人 人 % 人 %

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

(②÷③

② ③

各社員の表決権が平等である ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

{1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等

口 各社員の表決権が平等であること

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記

てヽ青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

法人名 特定非営利活動法人 生態工房 チェッタ欄

○

∝憲中D
・ 認定基準等チエツク表 (第 3詢 :よ 法第5条第1項に基づく書類

付する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

(役員報酬幅程等提出書類)の提出時においても記載及び添

口 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬観櫂鱒提出■需Dに記載した事項について、

添付を省略することができます。



第3表 (りdD

医麗瓢コ
認定の有効期間の更新の申請に当たつて|よ 法第

"条
第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に配載した事項について、改

めて配載する必要はありません。

エ ツ 3

ハ

項
日
Ｈ ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請事寺

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受

けている

はい

CD

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

は い

いいえ

:｀』にい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保

存を青色申告法人に準じて行っている

⊂D
いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

|｀』にい

いいえ

項
日

【 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申課郭寺

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
有・① 有 。無 有 。無 有・無 有 。無 有 。無 有。無

イの各欄 区分欄の 短卜①」の各欄に,ま :剰砕Hじ起期間の各事業

年度 (又は各竿)を記載します。

第3表付表1「役員の状況」を記載して、口①」、「②」及
び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

項    目 記 載 要 領 注 意 事 項

口の各欄 該当する一方を「○」で囲みま`九
「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

:ま 「定款 (又は会員の第○条に『各正会員の表決権|よ 平

と規定」のよう

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに記載します。

ハの各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「③」から口①」については、イに記載する各期間

(「③」から「①」)を示したもので九

① 「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の 1カ 上
に !【】 |し」型菱墜量墜望菫塁塁整壺量塑旦鐘E:≧添

生墜1,菫望L
② 口帳簿書類の備付け、取引の記録及
び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

じて行つている」の「|力.ュにに」_

上菫盪艶旦主_鰹憂壺量2」壺豊狙

二の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「③」から口①りについて:よ イに講 る各期間
か ら

○ 二において、「費途が明らかでないもの」と|よ 法人が費用として支出した金額のうち、その費途欄 す
のをいしヽ 法人が名目に関わら`ず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を
明ら力ヽこしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでないもの」があることになり

「

認定を受けることはできません。



書式第 8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 の 状 況 第 3表付表 1

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事

項について、添付を省略することができます。

法人名 特定非営利活動法人 生態工房

役  員  数 6人 人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人

③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

役 員 の 内 訳

○

理事長安部 邦昭

佐藤 方博

田尾 恭子

ヽ
ノ

′
ヽ

○

ヽ
ノ

′
ヽ

副理事長

理事

理事

平成14年 7月 2日就任

平成14年 7月 2日就任

平成14年 7月 2日就任

平成20年 10月 24日就任

平成21年 5月 16日就任理事

○

|

赤松 良彦

片岡 友美

○

監事 平成22年 6月 1日 就任

氏  名 住  所 職名 続柄等

就 任 等 の 状 況

③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時
就任・退任

年月日

北澤 哲弥



書式第 9号 (法第 44条・51条・58条関係 )

帳 簿 組 織 の 状 況 第 3表付表 2

輛I覆亘コ

『伝票又朧欄購名」樹よ 例えば『ス餞議標し、「出金伝澤し、「振替伝票」、:覇金出納帽し、「総勘定州晨:などのように記載します。

「左の帳簿等の形態」欄よ「単票」、町レーズリーフ」、:磯r帳簿」などのように配載します。

「記帳の時期」榊よ『随時|」、「毎日」、「―週間ごと」のように記載します。

認定の有効期間D更新の申請に当たってIよ 法第5条第1項に基づく書類

がないとき:よ 添付を省略することができます。

特定非営利活動法人 生態工房

7年
会計ソフト「会計王」(電

子帳簿)

月 1回総勘定元帳

月 1回 7年
会計ソフト「会計王」(電

子帳簿)

仕訳帳

法人名

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 詞帳の時期 保存期間

7年年 1回L“l使用ルーズリーフ棚卸資産台帳

年 1回 7年Ex∞l使用ルーズリーフ給与台帳

(役員劇日糠朋雲暖提出■願Dに記載した内容に変更



書式第 10号 (法第 44条・51条・58条関係 )

認定基準等チェック表  (第 4表 ) mゎ

∝憲申D
・ 『認定基準等チェック表 (第 4表)」 :よ 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬胡程等日出目罰)の提出時においても記載

及び添付する必要があります。その場合、『認定基準等チェック表 第4表 (次葉)」 ●汲 び二)の記載及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たって|よ 法第5条第 1項に基づく書類 (役員報酬幌程等提出書類)に配載した事項につい

て、添付を省略することができます。

法人名 特定非営利活動法人 生態工房 チェック欄

○

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人と

当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人の財

産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上記イの

活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上であ

ること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行っていないこと

申調押寺① ◎ ①④ ⑮ ◎日
【項

有 。無有 。無 有 。無有 。無 有 ・ 無 有 。無有。①宗教の教義を広め、儀式を行い、及び1言者を

教化育成する活動

有 。無有・ 無 有 。無有 。無 有 。無 有 ・ 無有・①政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに

反対する活動

有・ 無有・ 無 有 。無 有 。無有。① 有 ・ 無 有・ 無

特定の公職α施財帯昔若しくは公職にある者

又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反

対する活動

有。無 有・無有。無 有。無有。① 有。無 有。無

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対す

る報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他役

員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供与

有・無 有・無有。無 有。無 有。無有。① 有・無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別の利益の供

与の有無

有。無有。無 有・無有。① 有。無 有。無 有。無役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して補男:jの利益の供与の有無

有・無有・無 有。無 有。無有。① 有・無 有。無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公〕職にある者に対する寄附の

有無

項
日

【 ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申罰静寺



法人名 特定非営禾I踊置法人 生態工房 チェック欄

○
5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等J役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事項

等を記載した書類

日を記載したlH頃′ヽ

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合に|よ 正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

※口覧に目する細則 (徹内蘭風D彎がある場饂こ|=その綱則 網い湖凰D等を添付してくださセヽ

同  意

∈⊃ しない

イ

① l事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借組確な 活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した:書動

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写D

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を調載した書類

前事業年度の役員報酬又国職員給::与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源味別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくはヨ況等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

割附金の額の事業年度中の合剥葡初` 知万円以上であるものに限る。)の略 並びにその寄附金の額及び受領年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相報 び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

助成金の支給を行った場創こ事後に所轄庁に提出した書類の写し

書式第 13号 (法第 44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 5表)

∝菫1事D
口 認定基準等チェック表第5表:よ 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に配載及び添付する必要

があります。

・ 認定の有効期間D更新の申請に当たって:よ 添付の必要はありません。



審議騒藉14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表)

法人名 特定非営利活動法人 生態工房

認定基準等チェック表  (第 6表)

認定基準等チェック表  (第 7表)

認定基準等チェック表  (第 8表)

∝憲中D
・ 法第55条第1項に基づく書類 (役員欄酬観程等提出書類)の提出時に当たっては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第81D

は、記載する必要はありませ
.ん
。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつて:よ 認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法

第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類):こ記載した事項について、改め・C耐 る必要はありません。

チェック欄28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により所轄庁に提出していること

6

特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

④ ⑮ ◎ ① ◎ ①

有 ・ 無 有 征 有 任 有 ・ 無 有 」正 有 」口E

チェック欄

○

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第 7表)は、法第馬条第1項に基づく書類 (役員幸1田 |り1語呈鋼限LE:|1関Dの提出時に配載及

び添付する必要があります。

③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

有 O① 有 ・ 無 有 缶 有 ・ 無 有 ・ 無 有 征 有 0無

チェック欄8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し

ていること

月  日～  月  日事業年度 設立年月日 平成  年  月  日



書式第 15号 (法第 44条・51条・58条関係 )

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人 生態工房 チェック欄

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法

人は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある増恰

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取り消され

た場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特

例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの

口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな

い者
ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法 2“ 条等田 )若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、

罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

二 暴力団の構成員等 は2)

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされてしヽるもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認

こ係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人

次のいずれかに該当する法人

イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

５

６

役員のうち、次のいずれ力ヽこ該当する者の有無

認|口教υ.障折!提慟法人が認定を取り消された場合又は特

"f認

定特定井者禾l括動法′層 黎渤1認定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定特

定非哨オl括動法人又は当該特例認定特定り贈禾l括置法人のその業務を行う理事であった者でその

取消しの日から5年を経過しない者の有無

有。①

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5

年を経過しない者の有無
有・①

特定井消

":膳

動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑

法第204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関す

る法律に違反したことにより、罰金刑に処せられへその執行が終わつた日又はその執行を受けるこ

とがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

有・⑩

暴力団の構成員等の有無 有 ・ ⑩

９
“ 認定又は特隅 i定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 は い

。

3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人 はい。《唖いか

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
はい。(亜 わヽ

添付

書類

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、上饉生璧饉劉弧圏囲幽■菫1堕望:墨:壁」睦重聾堕』冤廻塑l薔

壁2型饉堕塁i塑堕餞回踵凹堕堕丞墾コ凶国国塞星≧菫 塑璽塑堕塑饉盪幽日囲型国璽璽□聾曇理巨至二上__
(注 1)その他の事務所がある場創よ その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

(注 2)役員報酬規程等提出書には添付不要

″０ 国税に係る重加算税又は地方税に係る重力「算金を課された日から3年を籠懃凸しない法人 :れ ・ヽ《Iヽ,〕 )

6 次のいずれ力ヽこ該当する法人

暴力団 はい。《亜 )ヽ
暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 :力 ・ヽCIヽ2)

イ

ロ

ハ

⌒
ヽノ


